
   綾瀬市簡易専用水道及び小規模貯水槽水道事務取扱要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、次の法令等に定めるもののほか、検査機関、水道事業者及び綾

瀬市が相互に連携・協力することにより、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の衛

生を確保することを目的とする。 

(1) 水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。） 

(2) 水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号） 

(3) 水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号） 

(4) 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項（平成１５年厚生労働

省告示第２６２号。以下「告示」という。） 

(5) 綾瀬市水道法の施行に関する規則（平成２５年綾瀬市規則第１６号） 

(6) 綾瀬市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保

に関する条例（平成２４年綾瀬市条例第２８号。以下「条例」という。） 

(7) 綾瀬市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保

に関する条例施行規則（平成２４年綾瀬市規則第３１号） 

 （定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、次のとおりとする。 

(1) 簡易専用水道 法第３条第７項に規定するものをいう。 

(2) 小規模貯水槽水道 条例第２条第３号に規定するものをいう。 

(3) 検査機関 法第３４条の２第２項及び条例第１４条第２項に規定する検査を行

う機関をいう。 

(4) 水道事業者 法第３条第５項に規定するものをいう。 

(5) 設置者 簡易専用水道又は小規模貯水槽水道の設置者をいう。 

(6) 法定検査 検査機関が実施する検査をいう。 

(7) 水の供給について特に衛生上問題がある 告示第７の１の３に掲げる事項をい

う。 

 （検査機関に係る事項） 

第３条 検査機関は、次に定める事項を実施するよう努めるものとする。 

(1) 法定検査の結果、水の供給について特に衛生上問題があると認められた場合は、



設置者に綾瀬市の指導が必要であることを説明し承諾を得て、検査結果報告書（第

１号様式）により速やかに市長へ報告する。なお、設置者が自ら市長へ連絡する

と申し出た場合は、検査結果報告書等により報告するよう助言する。 

(2) 設置者が市長への報告を承諾した法定検査実施施設については、簡易専用水道

検査状況報告書（第２号様式）及び小規模貯水槽水道検査状況報告書（第３号様

式）により毎月とりまとめの上、その翌月の末日までに市長へ報告する。 

(3) 法定検査の実施により、設置者が簡易専用水道設置届又は小規模貯水槽水道給 

水開始届等必要な届出をしていないことが判明した場合は、設置者に対し届出を

行うよう助言する。 

 （水道事業者に係る事項） 

第４条 水道事業者は、次に定める事項を実施するよう努めるものとする。 

(1) 新たに簡易専用水道又は小規模貯水槽水道に給水する場合は、その設置者に対

して簡易専用水道設置届又は小規模貯水槽水道給水開始届を市長へ提出するよう

助言する。 

(2) 簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の設置状況について、簡易専用水道及び小

規模貯水槽水道設置状況等報告書（第４号様式）により四半期毎に市長へ報告す

る。なお、これにより難い場合は、別途綾瀬市との間で調整する。 

(3) 簡易専用水道及び小規模貯水槽水道において、人の生命又は身体へ危害を及ぼ

すおそれがあると認められる場合は、速やかに市長へ報告する。 

 （綾瀬市に係る事項） 

第５条 綾瀬市は、次に定める事項を実施する。 

(1) 第３条第１号若しくは第２号又は前条第２号若しくは第３号の規定に基づく報

告により、設置者に対して必要な衛生管理に係る指導又は啓発を行う。 

(2) 検査機関から検査を実施しようとする簡易専用水道及び小規模貯水槽水道（水

道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量

が８㎥を超え１０㎥以下に限る。）の前年度末の設置状況又は前年度の届出状況

について提供の依頼を受けたときは、簡易専用水道設置一覧表（第５号様式）若

しくは簡易専用水道届出一覧表（第６号様式）又は小規模貯水槽水道設置一覧表

（第７号様式）若しくは小規模貯水槽水道届出一覧表（第８号様式）により依頼

に応じて提供する。 



(3) 水道事業者から簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の前年度末の設置状況又は

前年度の届出状況について提供の依頼を受けたときは、簡易専用水道設置一覧表

（第５号様式）若しくは簡易専用水道届出一覧表（第６号様式）又は小規模貯水

槽水道設置一覧表（第７号様式）若しくは小規模貯水槽水道届出一覧表（第８号

様式）により依頼に応じて提供する。 

(4) 綾瀬市は、検査機関及び水道事業者の相互の連携が円滑に行われるよう必要な

連絡・調整を行う。 

   附 則 

 この要鋼は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年３月２８日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

 



第１号様式（第３条関係） 

検査結果報告書 

 

年  月  日  

 

（宛先）綾瀬市長 

 

            （検査機関又は設置者） 

 

              （担当者     連絡先        ） 

 

（簡易専用水道・小規模貯水槽水道）の管理の検査の結果、次のとおり水の供給に

ついて特に衛生上問題があると認められましたので、報告します。 

 

 

設置者名 

(設置者が報

告する場合は

省略) 

 

 

   （担当者       連絡先           ） 

建築物の名称  

設置場所  

 

特に衛生上問

題のある事項 

 該当番号 

 に○をす 

 る。 

 

１ 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、

又はそのおそれがある。 

２ 水槽内に動物等の死骸がある。 

３ 給水栓における水質の検査において、異常が認められる。 

４ 水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から

衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水等が水槽に流入する

おそれがある。 

５ マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水

が水槽に流入するおそれがある。 

６ その他水の供給について特に衛生上問題がある。 

具体的な状況 

検査年月日：   年  月  日 

 

 

 

 

※検査結果（点検表等）の添付でもかまいません。 



第２号様式（第３条関係） 

 

簡易専用水道検査状況報告書 

 

年  月  日  

 

 （宛先）綾瀬市長 

 

                 （検査機関） 

 

 

                （担当者     連絡先        ） 

 

 

 水道法第３４条の２第２項の規定に基づき実施した管理の検査について、報告しま

す。 

                         （    年   月分） 

No

. 
建築物の名称 設置場所 

設置者氏名（法人

等の場合はその名

称） 

受水槽有

効容量

（㎥） 

検査

年月

日 

備考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

設置者が市への報告を承諾しなかった施設     件 

※備考欄に市への設置届の届出状況（届済、未届の別）等を記入する。 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第３条関係） 

 

小規模貯水槽水道検査状況報告書 

 

年  月  日  

 

 （宛先）綾瀬市長 

 

                 （検査機関） 

                     

 

                （担当者     連絡先        ） 

 

 

 綾瀬市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関

する条例第１５条第２項の規定に基づき実施した管理の検査について、報告します。 

                         （    年   月分） 

No

. 
建築物の名称 設置場所 

設置者氏名（法人

等の場合はその名

称） 

受水槽有

効容量

（㎥） 

検査

年月

日 

備考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

設置者が市への報告を承諾しなかった施設     件 

※備考欄に市への給水開始届の届出状況（届済、未届の別）等を記入する。 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第４条関係） 

 

簡易専用水道及び小規模貯水槽水道設置状況等報告書 

 

年  月  日  

 

 （宛先）綾瀬市長 

 

                 （水道事業者） 

 

 

                （担当者     連絡先        ） 

 

 

 次のとおり簡易専用水道及び小規模貯水槽水道が設置（新規・廃止・変更）されま

したので、お知らせします。 

               （   年   月 ～    年   月分） 

No. 
建築物の 

名称 
設置場所 

設置者氏

名（法人

等の場合

はその名

称） 

受水槽 

有効容 

量（㎥） 

設置 

等年 

月日 

建 築 物

の 主 た

る用途 

新規・廃

止・変更

の別 

備考 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

※備考欄に連絡先（電話番号）等を記載する。 

 

 

 



第５号様式（第５条関係）

簡易専用水道設置一覧表（　　　　　年度末全施設）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

受水槽有効
容量(㎥）

建築物の
主たる用途

特定建築物

該当の有無

設置者住所（法人等の
場合はその所在地）建築物の名称No

設置者氏名（法人等の場合は
その名称）設置場所

 



第６号様式（第５条関係）

簡易専用水道届出一覧表（　　　　　年度）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

新規、廃止、

変更の別

設置者住所（法人等の
場合はその所在地）

特定建築物該当

の有無建築物の名称No

設置者氏名（法人等の場合は
その名称）設置場所

受水槽有効
容量(㎥）

建築物の
主たる用途

 
 



第７号様式（第５条関係）

小規模貯水槽水道設置一覧表（　　　　　年度末全施設）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

建築物の
主たる用途

設置者住所（法人等の
場合はその所在地）建築物の名称No

設置者氏名（法人等の場合は
その名称）設置場所

受水槽有効
容量(㎥）

 

 



第８号様式（第５条関係）

小規模貯水槽水道届出一覧表（　　　　　年度）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

受水槽有効
容量(㎥）

建築物の
主たる用途

新規、廃止、

変更の別

設置者住所（法人等の
場合はその所在地）建築物の名称No

設置者氏名（法人等の場合は
その名称）設置場所

 


